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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成30年12月20日(2018.12.20)

【公開番号】特開2018-46872(P2018-46872A)
【公開日】平成30年3月29日(2018.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2018-012
【出願番号】特願2018-123(P2018-123)
【国際特許分類】
   Ａ０１Ｋ  67/027    (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/46     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/0781   (2010.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/12     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/0735   (2010.01)
【ＦＩ】
   Ａ０１Ｋ   67/027    ＺＮＡ　
   Ｃ１２Ｎ   15/00     　　　Ａ
   Ｃ０７Ｋ   16/46     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    5/10     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    5/0781   　　　　
   Ｃ１２Ｎ    5/12     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    5/0735   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月5日(2018.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
抗原結合タンパク質であって、
（ｉ）第１の免疫グロブリン重鎖定常領域（ＣＨ）と融合した第１のヒト軽鎖可変ドメイ
ン（ＶＬ１）を含む、第１のポリペプチド；および
（ｉｉ）免疫グロブリン軽鎖定常領域（ＣＬ）と融合した第２のヒト軽鎖可変ドメイン（
ＶＬ２）を含む、第２のポリペプチド
を含み、ＶＬ１とＶＬ２が会合して、対象の抗原に特異的に結合する、抗原結合タンパク
質。
【請求項２】
ＶＬ１とＶＬ２が同一でない、請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項３】
ＶＬ１とＶＬ２がＶκドメインおよびＶλドメインから独立して選択される、請求項１に
記載の抗原結合タンパク質。
【請求項４】
ＶＬ１がＶκドメインである、請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項５】
前記ＣＨがマウスＣＨドメインであり、前記ＣＬがマウスＣＬドメインである、請求項１
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に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項６】
前記ＣＨがヒトＣＨドメインであり、前記ＣＬがヒトＣＬドメインである、請求項１に記
載の抗原結合タンパク質。
【請求項７】
前記ＣＬがヒトＣκである、請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項８】
前記ＣＨが、ＣＨ１、ヒンジ、ＣＨ２、ＣＨ３、およびこれらの組合せから選択される、
請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項９】
前記ＣＨが、ＩｇＭ、ＩｇＤ、ＩｇＧ、ＩｇＡおよびＩｇＥからなる群より選択されるア
イソタイプである、請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１０】
前記アイソタイプが、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２Ａ、ＩｇＧ２ｂ、ＩｇＧ２Ｃ、ＩｇＧ３および
ＩｇＧ４からなる群より選択されるＩｇＧである、請求項９に記載の抗原結合タンパク質
。
【請求項１１】
前記アイソタイプが、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２およびＩｇＧ４から選択される、請求項１０に
記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１２】
前記ＩｇＧ　ＣＨ３ドメインが、該ＩｇＧ　ＣＨ３のプロテインＡへの結合を低減または
消失させる修飾を含む、請求項１１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１３】
ＶＬ１もＶＬ２も、ＤＨ遺伝子セグメント由来のアミノ酸配列を含まない、請求項１に記
載の抗原結合タンパク質。
【請求項１４】
前記ＶＬ１が、
（ａ）ＶＬ２に存在する体細胞超変異の数の約１．５～約５倍以上、または、それより多
い数の体細胞超変異、および／または
（ｂ）１、２、３、４、５、６、７、８、９、もしくは、１０、または、それより多いＮ
付加
を含む配列によってコードされる、請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１５】
さらに、
（ｉ）第２の免疫グロブリン重鎖定常領域（ＣＨ２）と融合した第３の軽鎖可変ドメイン
（ＶＬ３）を含む、第３のポリペプチド；および
（ｉｉ）第２の免疫グロブリン軽鎖定常領域（ＣＬ２）と融合した第４の軽鎖可変ドメイ
ン（ＶＬ４）を含む、第４のポリペプチド
を含み、ＶＬ３とＶＬ４が同一でない、請求項１に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１６】
（ａ）ＶＬ１とＶＬ３が同一である、および／または
（ｂ）ＶＬ２とＶＬ４が同一である、
請求項１５に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１７】
二重特異性である、請求項１５に記載の抗原結合タンパク質。
【請求項１８】
前記第１と第２の免疫グロブリン重鎖定常領域が同じアイソタイプであるが、他の免疫グ
ロブリン重鎖と比較して、該第１または第２の免疫グロブリン重鎖定常領域の一方がプロ
テインＡに結合できない点で異なり、該アイソタイプがＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３ま
たはＩｇＧ４である、請求項１７に記載の抗原結合タンパク質。
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【請求項１９】
前記ＣＨがマウスＣＨ１ドメインであり、前記ＣＬがマウスＣκドメインである、請求項
１に記載の抗原結合タンパク質。
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